
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 
   
  
 
 
 
 
 
 

内部地区市民センター TEL３４５－３９５１  FAX３４９－２００４ 

Ｅメールアドレス：utsube-c@city.yokkaichi.mie.jp 

ホームページアドレス：http://www.utsube.jp/  検索は「内部地区 HP」で 
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○特設人権相談の実施案内○ 

「人権擁護委員の日」に合わせて、特設人権相談を実施します。 

予約の必要はありませんのでお気軽にお越しください。 

✿日にち ６月 1 日(月)   ✿時間 １０：００～１２：００、１３：００～１５：００ 

✿場所  イオンタウン四日市泊店 （１階 鎌倉パスタさん南側） 

✿問合せ 人権センター   TEL ３５４－８６０９  FAX ３５４－８６１１ 

人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受けた （無償）で、四日市市に１８人の委員がいます。 

地域の皆さんからの人権相談を受けて問題解決のお手伝いをしたり、人権について関心を持ってもらえる

ような人権教室や啓発活動を行ったりしています。 

人権についてお困りやお悩みの際は、以下の人権相談電話をご利用ください。あなたの悩みごとや 

困りごとについて、ひとりで悩まず、気軽に相談してください。 

〇みんなの人権１１０番（全国共通） ０５７０－００３－１１０ 

※おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります（平日 ８：３０～１７：１５） 

〇インターネット人権相談窓口  https://www.jinken.go.jp/（ 共通） 

※相談 に必要事項を記入して送信すると、法務局から後日、 又は電話で回答があります。 

※人権相談について詳しくは、法務省人権相談のページをご覧ください。 LINE でも相談できます。 

https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html 
 

毎年６月１日は「人権擁護委員の日」です 

暖かくなってきましたが、寒暖差があるので

体調管理に気を付けてくださいね 

 民生委員制度は大正６年に岡山県で発足した「済世顧問制度」を源とし生活に困

窮する人びとを救うことから始まった制度です。戦後、「民生委員」と改称され、

今日に至るまで、さまざまな理由で生活上の課題を抱えている人びとの支えとなっ

てきました。１０９年にわたる長い歴史と実績を有しています。「支えあう 住み

よい社会 地域から」をスローガンに、地域の皆さんが住み慣れた場所で安心安全

に生活できる地域づくりのために日々活動しています。 

民生
た み お

のつぶやき 

巡回日 停車場所 停車時間 

６月１６日（火） 波木が丘中公園 １１：００～１１：３０ 

６月１７日（水） 
内部地区市民センター 
釆女が丘コミュニティセンター 
森カ山町 

１０：４０～１１：３０ 
１３：３０～１４：１０ 
１４：２０～１５：１０ 

6 月 30 日（火） 波木南台３号公園 １４：１０～１５：００ 

 ※   の部分、４月より変更されています。 

 
自動車文庫 

ご案内 

６月１４日（日） ９時～１２時  雨天決行 

☆無くなり次第終了となりますので、早めにお越しください！☆ 

☆ふかしイモ、豚汁、わかめご飯などの無料サービス付き！☆ 

 
★場 所 うつべ町かど博物館 

★対象者 幼児、小・中学生 

     大人（いもほり、いもの持ち帰りはできません） 

★参加費 無料  ★事前申し込み 不要  ★持ち物 手袋 

★お問い合わせ 内部地区団体事務局 TEL３４７－１２２４ 

 

まちかど博物館でジャガイモ・びわをとろう！ 

「ボッチャ大会」     

主催 内部地区社会福祉協議会 
主管 内部地区総合型地域スポーツクラブ 

 ユニバーサルスポーツとして、誰でもすぐにできる分かり易いルールとしました。内部地区の交流の場として運動

するきっかけづくりにしてください！ 本当に「やれば楽しいスポーツ」です。 

☆日  時 ６月２１日（日）８:３０～１２：００ 

☆集合場所 内部東小学校・体育館 

☆駐 車 場 学校指定駐車場 

※できるだけ徒歩・または乗り合わせのご協力お願いします。 

☆参 加 費 無料（小学生以上）  申込締切りは、６月１５日（月）まで。 

☆競  技 8：3０～受付 9：0０～開会式 

      ９：1０～１２：００ 競技 

☆問合せ・申込み先 

 電話/FAX ３４７－３３３０ 

       うつべ☆スター事務局 まで 

 稼働日毎週 月・水・金 午後 1 時～5 時 

       （祝祭日は休み） 



 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

「よっかいちニコニコ子育て応援券」とは、2 人目以降のこどもを出産した後の、 

保護者の心身の負担を軽減するため、生まれた子の兄・姉を産後１２か月までの間に、 

市内の一時保育や病児保育に預けたときの保育料や家事支援サービスの利用料が２回 

まで無料になる券です。ぜひ、ご利用ください。 

※ニコニコ券を受け取るには、交付申請をしていただく必要があります。 

【対 象 者】 

市内在住の産婦で、２人目以降の子を出産し、生まれた子の兄・姉（小学生までの子）を養育している人 

【利 用 期 間】   ニコニコ券を受け取った日から、出産月の１２か月後の月末まで 
 

申請はこちらから 

市ホームページはこちらから 

★利用期間や方法など、詳細は市ホームページをご確認ください★ 

【問合せ】こども未来課 TEL：354-8069 

 食生活改善推進員は、自分自身や家族、地域の健康づくりのため 

「日頃の食生活の大切さ」を伝える活動をしています。 

対象者受講後に、四日市市食生活改善推進協議会の会員

としてボランティア活動ができる、市内在住の１８歳以上

の人  （※過去に受講したことのない人） 

日時①６月１７日、②７月２９日、③８月２６日、 

④９月１６日、⑤１０月１４日、⑥１１月２５日、 

⑦１２月２３日（全７回） 

いずれも水曜日 ９：３０～1２：３０ 

場所四日市市総合会館（７階 第３研修室など） 

内容講義（望ましい食生活、食中毒の予防など）、 

調理実習（３回） 料金２,０００円 

 

定員２０人（４人以上の申し込みで開催。 

申込多数の場合は抽選。）   

申し込み６月１日(必着)までに、 

「栄養教室受講希望」と明記の上、住所、名前(ふり

がな)、年齢、電話番号を、はがきか電話、ファクス、

右記二次元コードで、または健康づくり課窓口でお申

し込み下さい。参加の可否は全員へ通知します。 

<申込み> 

〒510-8601 諏訪町 1-5  健康づくり課 

   TEL：354-8291  FAX：353-6385 

 

令和８年度 食生活改善推進員養成講座「栄養教室」 受講生募集 

 
  

 結婚を祝福し、夫婦の新しい人生を応援するため、結婚祝金を交付しています。ぜひご活用ください。 

■対 象：次の条件をすべて満たす夫婦 

（１）婚姻届を提出した 

（２）婚姻届提出日時点で、ともに３９歳以下で、いずれもこの結婚祝金の交付を受けていない 

（３）結婚祝金の交付を申請する時点で、本市に居住し住民登録がある 

（４）結婚祝金の交付決定日から２年以上、本市に定住する意思がある 

（５）税金を完納している 

■交付額：１夫婦あたり１０万円   ■申請期間：婚姻届出日から６カ月以内 

■その他：・交付申請書は、こども未来課のほか、各地区市民センター（中部を除く）等で 

お渡ししています。 市ホームページからも入手できます。 

■問合せ：こども未来課 TEL ３５４－８０３８     

結婚祝金給付制度のご案内 

※災害・感染症等により、内容の変更や教室を中止とする場合があります。 

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ 

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、またこどもの置かれている状況等を 
理解していただくために、依頼会員向けの講習会を実施しています。 

  新たに依頼会員として登録される人はもちろん、すでに利用されている人で未受講の人も、受講して 

ください。 

♢日  時    ６月２７日（土）１３：３０～１6：３０(講習会のみの方は１５：００終了)  

＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。    

♢会  場    四日市市三浜文化会館（四日市市海山道町一丁目１５３２－１） 

♢定  員    保育の都合により、20 名程度といたします。(先着順に受け付けます。)    

♢申込方法  電話にてお申し込みください。   

♢保  育    あり/無料（保育対象：満６か月～）※事前にお申し込みください。 

♢申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター  TEL 323-0023 
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

 

子育てを地域で支えあう  四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ  

 
 はかりの検査を実施します 

計量法により、商取引・証明用に使用する「はかり」は２年に１度の検査が義務付けられています。 

内部地区市民センターにて、下記の日時で実施しますので、持ち込みをお願いします。 

 
【日 時】 ６月１９日（金）１３：００～１５：００ 

【場 所】 内部地区市民センター １階 会議室 

【対象となるはかり】①商店、露店などの商品売買用 

           ②病院、薬局などの調剤用 

           ③病院、学校などの体重測定用 

           ④農・漁業などの生産者の生産物売買用   

           ⑤工場、事業所などの材料購入・製品販売用 

           ⑥農協、漁協などの物資集荷・出荷用 

           ⑦運送業者などの貨物運賃算出用 

＊構造上、移動できないはかりを使用している人、開業や廃業した人は、 

 市民・消費生活相談室（ＴＥＬ３５４－８１４７）までご連絡ください。 

「四日市の小中学生のための こどもの居場所」～イベント開催のお知らせ 
【開催日時・内容】 

6 月 3 日（水）  14：00～ 

19：00 

 

常設コーナー 

宿題や勉強、ミニ卓球、ボードゲーム、e-スポー

ツができます。おやつもありますよ。 

定員/なし 

予約/不要 

6 月 20（土） 14：00～ 

19：00 

あさラボ体験レッスン  「レポーター体験」 定員/各回 10 人 

（先着順） 

【会場】四日市地域総合会館 あさけプラザ（四日市市下之宮町 296-1） ２階 

【問合せ】企画内容に関すること：アクティオ株式会社    TEL  359-5560 

事業内容に関すること：四日市市こども未来課  TEL  354-8038 

小中学生対象 

参加 無料 

詳しくは、こちら 


